
大阪 広域 水道 企業 団運 営協 議会 規程 の一 部を 改正 する 規程 を公 布す る。  

令和元年９月 12日  

大阪広域水道企 業 団  

企業長  永藤  英 機  

大阪広域水道企 業 団管理規程第４ 号  

大阪広域水道企 業 団運営協議会規 程 の一部を改正す る 規程  

大阪 広域 水道 企業 団運 営協 議会 規程 （平 成 23年大 阪広 域水 道企 業団管

理規程第 ３号） の 一部を次のよう に 改正する。  

次の 表の 改正 前の 欄に 掲げ る規 定を 同表 の改 正後 の欄 に掲 げる 規定に

下線で示すよう に 改正する。  

改正後  改正前  

（専門部会）  （専門部会）  

第９条  （略）  第９条  （略）  

(１ )～ (３ ) （略）  (１ )～ (３ ) （略）  

(４ ) 運営方針等検討部会   

２  （略）  ２  （略）  

３  専 門 部 会 は 、 次 に 掲 げ る 者 で 組 織 す

る 。 た だ し 、 第 １ 項第 ４ 号 の 運 営 方 針 等

検討部会については、別に定める。  

３  専 門 部 会 は 、 次 に 掲 げ る 者 で 組 織 す

る。  

(１ )・ (２ ) （略）  (１ )・ (２ ) （略）  

４  （略）  ４  （略）  

附  則  

この規程は、公 布 の日から施行す る 。  

  


